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令和６年第４回沼田町教育委員会定例会会議録 

 

１．期  日 令和６年８月３０日（金）午後４時１０分～午後４時５０分  

 

２．会  場 沼田町生涯学習総合センター １階会議室 

 

３．出席委員 

教 育 長   三 浦   剛 

教育長代理   青 木 健 治 

委   員   沼 本   綾 

委   員   林   里 美 

 

４．出席職員 

  課 長   赤 井 圭 二 

  参   事   春 山 顕 一 

  主   幹   斉 藤 真 二 

  主   査   前 田 直 輝 

  教育総合アドバイザー   元 木 和 芳 

 

５．議  事 

議案第２１号  令和６年教育行政報告について 

 

議案第２２号  令和６年度沼田町一般会計教育費補正予算(案)について 

 

 

 

６．付議案件は次のとおり 

前会会議録の承認 

教育長の報告 

その他 
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【開会】 

（教育長） 

 ただいまから令和６年第３回沼田町教育委員会臨時会を開催いたします。  

 議案の２番目、前会会議録の承認についてを議題といたします。課長より説明をお願い

いたします。 

 

（赤井課長） 

令和６年８月２０日に召集されました令和６年第３回教育委員会臨時会は、全委員に

出席いただき、職員は３人が出席いたしました。 

教育長の報告としましては、２件ございまして、１つめとして、７月に開催された空

知管内教育長会議の内容に基づき、改めて教職員の服務規律の徹底と、きめ細やかな指導

について報告いたしました。 

特に重点的な取り組みとして、「わいせつ行為の根絶」と、そのきっかけとなる「SNS

等による個人的なやり取り」と「児童生徒への接し方」について、今一度指導の徹底を図

るよう、各学校に指導したことを報告しております。 

２つめとして、２学期開始後、あんどん祭りに向けた最終準備を進めているとの報告

をいたしました。 

以上について報告した後、次の議案２件についてご審議いただきました。 

議案第１９号 令和６年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町

村別結果の掲載について。 

道教委では、一層きめ細かくわかりやすい調査結果を示す観点から、市町村教育委員

会の同意を前提として１１月に公表を予定しており、本町としてもこの公表に同意するこ

とで決定させていただいております。 

議案第２０号 令和７年度に使用する小学校用教科用図書及び令和７年度に使用する

中学校用教科用図書の決定について。 

教科書採択については、関係法令に基づき、学習指導要領の目標や内容を踏まえ、地

域の実態などに応じて北海道第５採択地区（岩見沢市を除く空知管内市町）で決定してお

り、小部会長の報告も事前に目を通していただいた中で、採択決定いただいております 

なお、小学校用教科書については、新たに文部科学省の検定を経た教科用図書がない

ことから、関係法令に基づき、令和５年度協議会で決定した教科用図書を使用することに

ついて採択決定いただいております。 

以上、前回会議録の報告とさせていただきます。ご承認下さいますようよろしくお願

いいたします。 
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（教育長） 

 前会会議録のご説明が終わりました。お諮りいたします。これを承認してよろしいでし

ょうか。  

（異議なしの声あり） 

 

（教育長） 

 異議なしということで、前会会議録は承認することといたしました。 

 議案の３番目、教育長の報告について申し上げます。 

夜高あんどん祭りにつきましては、天候が心配されましたが、８月２３日・２４日の

２日間で無事開催することができました。子どもたちは、暑い日が続く中、立派にお祭り

を盛り上げてくれました。空知教育局の金田教育局長をはじめ、幹部の方々も視察に来ら

れ、沼田のふるさと教育に高い関心を示されておりました。 

また、本年は小矢部市との青少年交流事業で、小矢部市立蟹谷中学校の生徒が来訪し、

沼田中学校生徒と交流を深めたところです。 

その他、詳細については来週の教育委員会定例会で、教育行政報告の中で報告させて

いただきたいと思います。 

 ただ今の報告の中で、ご質問等ございますか。 

 

（質問等なし） 

 

（教育長） 

 ないようですので、４番の議事に入ります。 

ここで、お諮りいたします。議案第２１号及び議案第２２号は、議会定例会の議案提出前

のため、公表を避けなければならない案件でありますので、沼田町教育委員会会議規則第

５条の規定により、秘密会といたしたいと思います。これにご異議はございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

 異議なしと認め、議案第２１号及び議案第２２号は秘密会とすることに決定いたしまし

た。 

 これより秘密会といたします。                 

議案第２１号 令和６年教育行政報告について 原案可決 

議案第２２号 
令和６年度沼田町一般会計教育費補正予算（案）につい

て 
原案可決 
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（教育長） 

これで秘密会を解きます。 

以上をもちまして、本日予定していました議案は終了いたしました。これにて令和６

年第４回沼田町教育委員会定例会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

 


